
○ 申込みについての注意事項

○ 政令月収の算定について（参考資料）

○ 入居申込書

○ 同意書（暴力団員でない旨の照会）

○ 婚姻証明及び誓約書（これから婚姻し入居される方は提出必要）

○ 給与支給証明書（申込年の1月2日以降に採用された方）

【必要添付書類】

次に該当される方は添付書類が必要となります。

○ 申込書に個人番号の記入がない方

・ 世帯全員の住民票（本籍・続柄の記載があるもの）

・ 世帯全員の所得証明書（最新の証明）

○ 申込時に三次市に住民票がない方

・ 市町村税の滞納がないことの証明書又は非課税証明書

（滞納がないことの証明書を発行しない自治体は納税証明書）

※申込書を受理する際に，申込者の個人番号と本人の確認を行います。

　そのために次のいずれかが必要です。

　Ａ　個人番号カード（顔写真入り）

　Ｂ　通知カードと運転免許証等顔写真入り証明書類１点

　Ｃ　通知カードと健康保険証等顔写真の無い証明書類２点

公営住宅

三次市営住宅入居申込みについて
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申込みについての注意事項

申込みは，１世帯につき１戸のみ申し込むことができます。２戸以上申し込まれる
と，全ての申込みが無効となります。

申込者が申込み期間中に入居できなくなった時は無効となります。

市営住宅申込書に記載された全員が，入居可能日から15日以内に入居できない場合
は，失格となることがあります。

入居手続の際に，敷金（入居時家賃の３ヶ月分）を納付してください。また，連帯
保証人1人（それぞれ別世帯・別生計で，入居者と同等以上の所得があり，弁済の
資力を有する方）及び緊急連絡人1人が必要となります。
※連帯保証人の必要書類（印鑑登録証明書，所得証明書，市町村税の滞納がないこ
との証明書）は，決定後の契約時に必要になります。

受付後の市営住宅申込書の内容変更は一切できません。

世帯を不自然に分離したり，統合して申し込むことはできません。

市営住宅申込書等に不正な記載があった場合は，申込みが無効になります。

入居申込書の提出時点で税金及びその他の料金の滞納がある場合は，申込みが無効
になります。

過去において市営住宅に入居又は同居していた方で，家賃滞納等の不正使用があっ
た方は申し込みできません。また，同居することもできません。

公営住宅（県市町村営住宅等）の使用名義人や持ち家の人は，原則として申込みで
きません。

住宅に困っている世帯とは，①住宅用でない建物に住んでいる。②人数に対して部
屋が狭い。③他の家族と炊事場又は便所等を共同利用している。④政令月収に対し
て家賃が高すぎる。⑤家主等から正当な理由により立ち退き要求を受けている。
（自己の責めに帰すべき理由を除く）⑥通勤に時間がかかりすぎる。
等が挙げられます。

市営住宅申込書の同居親族欄に記載されていない方は，入居できません。入居後に
家族の増減がある場合は，速やかに三次市財産管理課へ届出をお願いします。

婚約者と申込む場合は，次のことに注意してください。
①入居可能日から３ヶ月以内に婚約者が入居できない場合は，入居できません。
②婚姻後１ヶ月以内に婚姻を証明するもの（戸籍謄本，婚姻届受理証明書，住民票
等）を提出していただきます。



□あなたの世帯の政令月収額の算定の仕方

■あなたの世帯の政令月収額を算定しましょう

●世帯の年間総所得金額から差し引く各種控除一覧

区分

申請者本人又は同居予定親族のうち、給与
所得又は公的年金等に係る雑所得を有する
方

1人につき
１０万円

（所得が10万円以下の方
はその所得金額）

給
与
年
金

控
除

１人につきその人の
所得から
２７万円

（所得が２７万円以下
の方はその所得金額）

１人につきその人の
所得から
３５万円

（所得が35万円以下の
方はその所得金額）

障害者控除

③
そ
の
他
の
特
別
控
除

特定扶養親族
控除

所得税法上の扶養親族で年齢16歳以上23歳
未満の方（配偶者は除く）

１人につき

３８万円

①
個
別
の
特
別
控
除

寡婦控除

ひとり親控除

同居親族以外の方で，所得税法上の扶養親
族控除の対象として認められている方

②
一
般
控
除

別居の扶養親族
控除

申込者以外の同居する方同居者控除

夫と死別し若しくは離婚したのち婚姻して
いない方（夫の生死が不明の方を含む）
で，扶養親族を有する方で，合計所得金額
が500万円以下の方

控除名 控除対象者

老人扶養親族
控除

所得税法上の扶養親族で年齢70歳以上の方

（特別障害者控除）

　身障者手帳１・２級，戦傷病者手帳特
　別項症～第３項症，療育手帳ⒶＡ，精
　神障害者保健福祉手帳１級等

老人控除対象者
配偶者控除

夫と死別したのち婚姻していない方（夫の
生死が不明の方を含む）で，合計所得金額
が500万円以下の方

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にす
る総所得額等が48万円以下の子を有する単
身者の方で，合計所得金額が500万円以下の
方

申込者又は一般控除対象者の中で，次の手
帳などを公布されている方

所得税法上の控除対象配偶者のうち年齢70
歳以上の方

給与所得者控除
又は

公的年金等
所得者控除

（特別障害者）
１人につき
４０万円

１人につき
１０万円

１人につき
１０万円

１人につき
２５万円

控除額

１人につき
２７万円

世帯の
総所得金

①個別の
特別控除

②一般控除
③その他の
特別控除 １２

世帯の
政令月収額

（小数点以下切捨て）

円 円 円 円

１２

円



◎あなたの世帯の政令月収額と収入分位表

１０４，０００円

１０４，００１円 ～ １２３，０００円

１２３，００１円 ～ １３９，０００円

１３９，００１円 ～ １５８，０００円

１５８，００１円 ～ １８６，０００円

１８６，００１円 ～ ２１４，０００円

２１４，００１円 ～ ２５９，０００円

２５９，００１円 ～

・裁量階層とは？

・収入超過者とは？

◎申込み基準の所得早見表（同居者控除のみ） ※政令月収金額　158,000円以下

以下 以下 以下 以下 以下

　公営住宅に３年以上入居し，かつ第５階層（裁量階層は第７階層）以上と
なった世帯です。家賃（本人負担額）の最高額である，近傍同種家賃に世帯
の収入分位によって，段階的に引き上げとなります。

4人 5人1人

1,896,000 2,276,000 2,656,000 3,036,000 3,416,000

2人 3人

申込みができる年間総所得金額（円）

申込者を含んだ入居者数

　「身体・精神・知的障害のいずれかの該当者がいる世帯」，「未就学児童
のいる世帯」，「60才歳以上のみの世帯又は，同居人が18歳未満の方の世
帯」等を裁量階層といいます。公営住宅において，収入分位の第６階層まで
入居可能です。

第１階層

第２階層

第３階層

第４階層

収入分位 政令月収額

第５階層

第６階層

第７階層

第８階層

　公営住宅は政令月収額の第４階層
（裁量階層は第６階層）までの世帯が
入居可能です。
　左の表の階層が入居後の家賃（本人
負担額）にも反映します。家賃は，世
帯の所得によって，毎年算定します。
　また，公営住宅に３年以上入居し，
かつ第５階層（裁量階層は第７階層）
以上となった世帯は，収入超過者とな
り，住宅の明渡し努力義務が発生する
とともに，家賃（本人負担額）も上が
ります。



年　　月　　日

　三　次　市　長　　　様

申込者氏名 ㊞

１　入居を申し込む住宅（正式名称を記入）

２　入居を申し込む理由
（市営住宅に入居を希望する理由を具体的に記入してください。）

添付書類

①住民票（世帯全員）　

②所得証明書（世帯全員　　　年度（　　　年分））

③市町村税の滞納がないことの証明書等の公的証明書

　三次市営住宅に入居したいので，次のとおり申し込みます。
　なお，この申込書の記載事項が事実と相違するとき又は申込者若しくは同居しようと
する者が暴力団員であるときは，入居の許可を取り消されても異議を申しません。

様式第１号（第３条関係）

三次市営住宅入居申込書

住宅名 市営

（フリガナ）

（個人番号　　　　　　　　　　　　）

・補欠（　）番

・済み　・不用 ・同意書 ・同意書 ・同意書

・提出 ・提出 ・提出

抽選結果

所得証明書 住民票 滞納がないことの証明書 ・当選

記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い

受付年月日 受付者 添付書類

抽選会案内

・落選



３　入居を申し込む者

（入居を申し込む世帯の代表者（世帯主等））

自宅 （　　　）　　－

携帯 （　　　）　　－

大・昭・平 年　　月　　日

才

〒　　　－

（　　）　－

　　　㎞

　　年　　月　　日

　　　（勤続　　　年）

４　入居申込み世帯構成

（該当市営住宅に入居決定した場合に同居する方（申込み者以外）を記入してください。）

（無職の者はその旨を記載）

（　　　　　） 円

( )

（　　　　　） 円

( )

（　　　　　） 円

( )

（　　　　　） 円

( )

（　　　　　） 円

( )

（　　　　　） 円

( )

（　　　　　） 円

( )

　人 （　 人） 　　　人 　　　人 　　　人

現在の住宅から
の距離

７０才以上の
扶養親族

寡婦・ひとり親特別控除
該当者の数

障害者
（うち特別障害者）

特定扶養親族

　年　月　日

（　　）才

別
居
扶
養
親
族

明・大・昭・平

　年　月　日

（　　）才
明・大・昭・平

　年　月　日

（　　）才

同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族

明・大・昭・平

　年　月　日

（　　）才
明・大・昭・平

（　　）才
明・大・昭・平

　年　月　日

明・大・昭・平

　年　月　日

（　　）才
明・大・昭・平

（　　）才

円

　年　月　日

最近1年間の
所得額

TEL

所在地

採用年月日 過去１年の所得額

（フリガナ） 申込み者
との続柄

（個人番号）

生年月日 勤務先の名称・住所

氏　　名 （年齢）

フリガナ
TEL

氏　名

住　所

勤務先

名　称

年　齢

生年月日



５　入居申込み者又は同居者の状況：裁量階層調査

（該当するものへ○印をお願いします。）

６　現住居の状況

（現在お住まいの住居の状況について○印又は必要事項を記載してください。）

※親族が所有している場合も持家とする。

円 ※別生計３世帯以上で同居する場合も間借とする。

台　所　【専用・共用・なし】 水　道　【上水道・井戸水等】

便　所　【専用・共用】 便　所　【水洗式・汲取り式】

風　呂　【専用・共用・なし】 明・大・昭・平 　　年築 ・ 不明

　　部屋

　　畳

　　人

※風呂・便所以外で，１坪２畳として計算して畳数を記入してく
ださい。

住民票・住民票記載
事項証明書

海外から引き揚げて５年を経過していない方がいる。

ハンセン病療養所入
居者等であることの
証明書

申込者が60歳以上の者であり，かつ同居者のいずれもが60歳以上
の者又は18歳未満の者であること。

同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

身体障害者手帳の交付を受け，手帳に記載されている障害の程度
が１級～４級の方がいる。

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第１項の規定に
より国の認定を受けている方がいる。

引揚証明書

戦傷病者手帳

医療特別手当証書・
特別手当証書

「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法
律」第２条に規定する方がいる。

建物の種類
持家・借家（ｱﾊﾟｰﾄ）・間借

必要書類（写し等）

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第６条第３項に
規定する１級又は２級の精神障害者，知的障害者Ⓐ，Ａ，Ⓑの方
がいる。

戦傷病者手帳の交付を受け手帳に記載されている障害の程度が恩
給法の特別項症から第６項症，第１款症の方がいる。

身体障害者手帳

精神障害者保健福祉
手帳・療養手帳

施設

衛生上の
事項

※台所・風呂・便所以外で，リビング等を含む部屋数を記入して
ください。

築年数

部屋数

畳数

月額家賃

同居人数 ※現在の同居人数（本人を含む。）を記入してください。



７　その他

（その他の状況について○印又は必要事項を記載してください。）

　　三次市長　　様
申込者氏名　　　　　　　　　　㊞

　また，市長が，私及び同居しようとする者の市税及びその他料の納付状況を閲覧する
ことに同意します。

※立ち退き又は災害等の項目に該当する方は，そのことを証明する書類を添付してくだ
さい。

申込者及び同居しようとする者に暴力団員が　・いる　　　・いない

過去において三次市営住宅等に入居していた時に，家賃滞納等の不正使用が
　　・ある　　　　　・ない

同意書

【具体的に記載してください】

　市長が，私及び同居しようとする者が暴力団員でないことを広島警察本部に照会する
ことに同意します。

18歳までの子どもを扶養している母子・父子世帯
　※子どもは18歳の年度末まで　　　　　　　　　　　　（子ども　　人）

災害により現在住んでいる住宅が
　　・滅失した（ 一部 ・ 全部 ）　　　　・危険な状態にある

【具体的に記載してください】

国・県・市町村・裁判所の決定・その他（　　　　　　　　　）から立ち退きを請
求されている。
　※自己の責めに帰すべき理由を除く



【申込者】氏名 ㊞ （　　　　年　　月　　日生）

住所

【婚約者】氏名 ㊞ （　　　　年　　月　　日生）

住所

　年　　月　　日

【関係者】氏名 ㊞ 申込み者との関係（　　　）

住所

電話番号 （　　　　）　　－

婚約証明書及び誓約書

※婚姻後，１カ月以内に婚姻を証明する書類（戸籍謄本，婚姻届受理証明書，住民票
等を提出してください。）

　上記両名は，　　　年　　月　　日婚約成立し，　　　年　　月　　日に
入籍予定であることを証明します。

　申込者は，入居を指定された日から15日以内に必ず入居すること及び婚約者
は，入居可能日から３ヶ月以内に婚姻届を提出し，入居することを誓約します。
ただし，期間中に入居できなくなった場合及び婚約解消となった場合は，入居申
込みを辞退します。なお，既に入居している場合には，その住宅を明渡します。





雇用条件に基づき支給される１年（12ヶ月）分の給与及び賞与等

1 8

2 9

3 10

4 11

5 12

6

7

特別障害 その他障害 老年者 寡婦 ひとり親

人 人 人 人 人

年　　月　　日

所在地

㊞

担当者

電話番号（　　　　）　　－ 氏名： ㊞

恩給（年金）雇用保険，その他

名称及び
代表者氏名

有・無

本人が

期間受給金額証書番号名称氏名

上記の者は，現在当所に勤務し上記のとおり支払った，又は支払う予定であることを証明します。

給　与　支　給　証　明　書

老人 その他 特別 その他

氏名 住　所

合計
       年   月   日

〒　　－

       年   月   日

支給年月日

       年   月   日

       年   月   日

採用年月日

年 　月　 日

扶養親族の数
（配偶者を除く）

障害者の数
（本人を除く）

控除対象配偶
者の有無等 扶養親族名と続柄

       年   月   日

       年   月   日

       年   月   日

       年   月   日

       年   月   日

       年   月   日

計 支給年月日 給与支給額 その他手当・賞与 計

（昭・平　　年　月　日生）

       年   月   日

給与支給額 その他手当・賞与

       年   月   日

※必ず１年（12ヶ月）分の金額を記載してください

※まだ支給されていない月については，雇用条件に基づいた予定額を記載してください


